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東お本大緩災事反発事故にかかる農業復!日・復興対策に関する要請� 

3月11 B Iこ発生した来日本大緩災からふたRが経過し、襲撃後する被災各

県では復興1;: r向けカ強い歩みを始めている。

しかしながら、本燥においては機器室・簿滋後答に加えて縁起した原発事故

がいまだ収束の兆しが見えないや、風評という暴風が分野:(i:鰐わず吹き荒れ

ており、依然として塗炭の苦しみから脱するととがで言ぎないマいるa

特に、望事成区域等指定区域内においては今年度の穏作の作付けが制限され、

計画的遊灘区域内では家畜の取り扱いが大きな問題となっており、また県内

の広い範鑓でこ仁主義が放射性物策に汚染され、わが国の食狭義滋の…書還を怒っ

てきた本;誌の差是業がまさに危機的な状波にある。

震災からふた汚が経過する中で、われわれは木県農業の後興に向けた一歩

を踏み出す時期にぎているものと認識している。しかしぞのためには、東京

電力・闘が策任をもって、原発事故のi段;取に向けて策定したヱ殺意藍を篠実に

実践してもらわなければならず‘ざらに原発事故に超国ずるさ設での苦言獲につ

いてE主役ずることを務示し速やかに後払いするととが不可欠であるa

また留は、幾災復興ピジgンづくり後開始し、予算の二次補正も今後予定

しているところであるが、今回の震災み原発事故による被害容は被災地の対応

の限界を超えるも‘のであるととから、関は原発事故という本県特有の事情を

踏まえた営農湾関意欲につながる『ピジ滋ン』を示すとともに、被災現場に

即した特別立法捻畿を議じる必要がある。

下記事務ば渓終点での被災現場からの務災な婆望であるので、� 3翼毒きに受け
止めその実現に会カで取り組むよう強く豊富綴する。

制

1.原発事故の早期収束と原子力政策等について

。福島第u喜子力繁華童話号事故をI稜表?ともとづき一刻も卒く� i援策させること。

また、工程表の幾鯵I;:mじた務状と謀議について正確な情報を総持続示する

とと。

。福島第 l 原子力発電所及びm2 原子力発~所の今後については、勝炉を含め

県民の合意が得られるまでは運転手専問しないとと@� 
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。エネルギー政策を見越し、太陽光・風力・地熱.i骨jカ・パイオマス等再生可

能な|当然エネルギーの開発事普及型E促進するとと。また‘新エネルギー源が空襲

苦言な*!I襲安そのモデル地域みして優先し、特に警j成区波書事の指定区竣におけ

る農業復興と雇用創出にもつなげること。

。放射を主物質に関する数寄不足が今留のJjJ，評拡大の…担当になったものと怒わ

れることから、留尽に対ずる教育システムを凝立すること。

合会審議j議後による県民の定期的後凝診断を今後:長期にわたって爽施し、放射性

物質による健康被害を米然防jとすること。また農作業に伴う外部被爆につい

て総減対策を含め研究・相談体制を確立するとと。

。今回の原発事故を契機i乙綴島大学・巣立医科大学の充実、その他研究機関・

鴻係企業の誘致等により、本9発が数射能に演する研究機発マ産業分野におい

て没界滋必の集積と 2主主事になるよう鼠重立に主主重量づけること e

ふ農業復興対策について

(1)幾幾復興計画の策定について

。復興ビジョンでは原発事故に被災した本県農業の復興対策に特段の配慮を

ずるとともに、特に、官~1成区域毒事指定区域の農業・地域復興の道筋を明示

するとと抱またj県・市町村の復興計額を強力に支援すること。 

G復興には務行法令毒事によっては解決できない課題があることから、復興怨

本法の塁手織衛V;i主と必至芸な財滋を E義者長ずること。 

シグ調獲の災施と風評被害防止対策について1)襲警答嫁物モニタ11 (2) 
OJ夏秋幾波品の出荷盛期を迎えるにあたり、緊急時モニタリング錦笠対象品目

については、県・地元自治体とま霊携し、栽培形態や地域i送分害事可能な限り詳

細な分析が行えるよう‘会綴間後により十分な分析機器台数の恋窪と分析手李

総表者葬祭すること。

。出務関委長高官に出荷の可否を含めた安会役確認の十分な符務が確保できるよ

う、緊急持モニタリング調査の災施時期については‘対象{jd聞係に少なくと

も収穫開始 7-10目前までに災絡するルールを綾笈ずること。

。暫定規制倣超過により出荷を停止する場合は、地械を可能な限り娘定すると

ともに、対象農議定物についての~楽ー毘収方法と緩護者魚機のあり方を早急

に明示するとと e

。今後、オウトウや挑等滋務潟踏の緩い&留が出務される符怒となるととから、

科学約綴喜壊と消費者理解を綴援にそニタリング調資の問書撃を銭鋼管し、可能な

凝り早期に出荷停止を解除マざる}J"叩)J"を設定するとと。 
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。モニタリング調授により愛会性会t磁認された農簿産物については、図によ

る安全 23雪と潟費者経費卒後復滋するため綴磁的な PJとを展開する等、国と

してE延長李被告普防止のための万全な対策受講じること.絡に、本線産肉鰐牛

の滋評被容が~文まらないことからとれがます策を急ぐとと。 

(3)議産響楽への対応について

。本来務彦事業の維持継続?と向け、遊畿地区における家軍事の移送や受け入れ

のための支援に万全を期すること.亥た、死亡家音響・殺処分するE震を喜につ

いて衛生上の観点から早急に壊却処分毒事の対策を続じること B

。本j撲の肉，EIi!;ド経常;立、風評による枝肉悩絡の下落語ま深刻化し、さらに配合

飼料の瀦逮コスト構加や放射能汚染による自給飼料の給与綴践で、購入飼

料蓄をがj議加する等、経営が樋めて濁襲撃となっている e このため、内局今砲

事苦経営安2主将'JlIJ対策事業については、1::i1筆者負担金の免除や納付鶏滋の延

長に加え補淡尊重悩安上積みする毒事、震災.s霊祭事絞の総;成役者を考慮した弾

力的な選郊をすること。

。逃量産を余儀なくされた資産重量家の経営袴生に向けた兵体約なスキームを示

すこと. 

0減少した生産震基盤向復のため、乳F語牛‘繁荷車 ~lfユ. DE!資重量牛・繁殖豚警察の
導入に対する支援策受講じること。移転による経営湾閥受精望する幾家に

対しては、代替主主の斡緩や線設 機械の導入助成毒事の支援を縫じること。e

O牧草容の給与制限に伴う組潟料の確保と購入飼料への支援策を議じること 6 

9悶の機関において警戒区域の家畜の検体を汚い、放射能の家苦手に及ぼす.rt
響(肉毒事)について務査研究姿実施し公表すること e 

(4)原発事故により汚染された幾地対策について

。緩物体への放射縫物質の移行事事数を可能な限り詳細主主作物分室長綴に明示す

るとともに、併せて移行抑制のための技筏対策についても平期に明示するこ

とa また、隠としても専門家を現地に派遣し、持もと連携して農家への作物若手

の相談支援体総を強化すること。

。汚染された幾問機の早期復i自に向け、閣として放射性物質の汚染の度合いを

詳織に繍まましたマップを作成するとともに放射殺物質の除去指針を /1'し、

飼費により県と逮携して除染のための研究・施策を議じるとと。

。ナタネ.1:::マワリ毒事の放射性物質のクリーニングクロップの実証図表殺意撃す

るにあたっては、収穫物の京Ij)'百方法令残澄の涜議方法毒事を総合的に検討する

とみもに、被災農業者による幾作業の災施や収穫物のJf取りによる所得線保

対策そ講じるとと e 
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C経カ将染除去に努めることが2主主主であるが、所有寺普のa蓄~lúJを踏まえ必婆iこ応
じ溺?とよる主主い J二げ播蜜を講じること s 

(5)地震・主幹波談室普からの農地・施設の復旧対策について

。地震・主主波による農地や差是幾湖水利施設毒事の損壊・塩袋被害撃については、早

期に留が復 IS1詩置を講じること。 

0*議盤沈下毒事や後傷の度合いが大変く後!日!::::I:長潟間:z:華客する場合は、所有者の
志向安踏まえ閣による良い上げ後畿を総じるとと。 

3.毅2害賠償対策について

(1)留による支援について{原子カ領空害賠償紛争警察賛会の指針ほか〉

。原発事故に怒図ずる全ての幾筈にまきして主主会な勝僚がなされるよう議終的

には闘がま費任を裏手っとともに、ごとれらを担保する特別立法徐援を早期に成立

させること。

む損害賠積について、滋速な簸{資長をの支払いのためには国による仮払いが必重要

であるので、新たな法線度表亭主主に構築し路行するごと。また、闘による仮

弘いは総決データを活用して微力簡便(治問侮の単位蕗穏基準など)に行う

ごと。

。原子力袋Z寄贈後紛争察室長会の指針において次のととそ草寺示すること。

・5主E若手fsiliびに農業関滋事業者に対し、速やかに念ての賠償基準を明示する

ごと。特に、警neZ区域等指定(;[械内の農業者についての賂僚について‘廃業・

害程畿を余儀なくされた場合の基準(農地・農業斜線設・農機具毒事の生後手段

及び逸失利益号事}を含め明示するとと。

・一次指針で示された精神的領容について、農事害援物(特に畜滋}の廃棄・

処分iご伴う絡事者的苦療も対象とするよう明示するとと。

・農号音波物の放射縫対策はすべての問題が終 3革委迎えるまで、 i祭発事官立によ
る影響が認められる痕りは何年でも賠償の対象とするよう指針に終郊の認

定基準そ盛り込むとと&

・幾業者の負狩i怪滅をはかるため、東京滋カカt合渡的綬拠にもとづく Ji.誌が

できない限り、賂{提言語*を認めるととを基本とするよう指針に明示?るとと 0

・損害賠償議主投手続きの提出番類は極力筒楽化するとともに、請求事ぎ審議費

{人件費苦言む)についても賠償額に含めること窃

・県内において、主義出荷間体がおこなった滋荷自務の織震は消費者の安全安

心に絞慈した対応として損害賠償のまま象とすること。

。誉総区域内の米殺について、奇襲成長{J:袋線総の見通しがたたないことから、東

京電カによる賂倹または政府米震いよげを卒傘に実施するごと。 
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(2) JAグループの議2撃に対する結倹lごついて

。灘簸に伴う事業所の休11:-蕗鎖号事による� JAの高臣奨・護軍吉雪上の綴筈について
も100%磯実;認定償ずるとともに、特に職員の人件費については早急に仮

払いを行たうこと。

。作付げ制限や出荷停止、風評被容による販売潟等の事業取鋭語蓄の下手客1::.伴う

手数料や驚賞品、育E吉建撃の返品毒事の綴章容に費すしでも婚後を行なうこと.� 
OD震発事般により営業ができなくなった� JA及び� JA関泌施設� (SS 、MC、� 

j苫昔前等ト迷合会(厚生遊芸義援など)に対し、万1::な営幾葬善後と湾建補償そ

行うこと。� 

4. JAグル…ブの緩営対策について.

む被災� JAに対して� f農水E霊祭穆湾総合貯金保険機織Jから資本注入による交

援がま奇艇となるよう必要な法改正毒事の措震後講じるとと。

。資産資~については、総災からの復興に向けた被災者支援を選手滋したまま定義
懲や実施方法を検討し、� JA決算に対Tる梁軟な対応を行うとと。� 

Oi差額j償却について援金算入要件を緩和し、� JAの重量強戦減をはかること。

。共間帯IJJ:Jj絡役(農業倉庫・芸名選場・カントリーエレベーター等)に1mえ理事務

高号・精米工場、� S5、LPガス供給設備等、地震・務波により被害芸者を被った� 

JA施設・題定資産は膨大な妻賢となっており、その後18-修務費用、解体塁焚警

J'ti闘札、除郊霊費を用4等等苦李zについて遜切かつ十分えな主補助を3鯨務じる:と:之� 
Oil袋建災により綴傷した共問司耳弟利詰勾I] Jl 匁芸施設 iにこついて、留の指示の官~I::修意ました物件!と

ついても、業務上緊急に修壊せざる安得ない場合は遊定税務工として認め補

劾対象とするとと。また、現状復帰毅務については議後場所の変更や仕様の

変更も後助対象とするなど実般に聞した弾力的対応を行なうこと。� 

o重要業倉liliの保管米号事i之、機波による流失や浸水、はい勝れによる乱袋毒事の

被害警が発生している勝これらは、� JAが農家から販売委託された幾産物で

あり、生産者数済の綴点から支援を行なうこと。あわせて浸水により販~

不能となった係官米絡の処主主筆者用についても支援を行なう� ζι� 

5.組合員営差益金活再建対策について

(1)営差是金活湾建への支援について� 

G被災した農業務が新たな土i畿で営農を行うための諸経費への号車成機績を議

じること。� 

C後災した機業者の経営再慾への綴資用、号事業用資産(燦燦滋設・機械)毒事の

新たな取得や修繕にかかる費用への助成措鐙を講じること。放射性物質の影

響を闘避するための施設園芸芸殺溶の災施に向けて、従来の関長草寺脅威j療を大腿� 
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に引き上げたハウスリース毒事業宅撃の新線創設耳をはかるとと a

。被災農業者の豪華i首湾建と生活支援のため、被災農業者の営農継統持践を条件 

を含u'金滋機関が既存の磁資返済猶予・免除を行えるよう支援後霊童、JA之、i
必主要な税緩遇措置を綴じること。 

(2)滋用促進対策について 

O~建災による差是地等生産手段の喪失や箆発事者全による土綴汚染・避難のため校

入が途結えた被災基皇家については、今後行なわれる草農業関速の災害復仮事業

や公共事業、新エネルギー著書業主撃において優先的にE重用するとともに、中長

期にわたる主要綱確保対策の実施と緩湾機会主音符られるまでの休業機債を行

なうこと。 

(3)作付けつド緩号撃にともなう所得獲保対策について 

Ofl主幾・津波被害撃により作{すけ不能どなった水援については、転作したものと

みなし、終例措憶として戸別所得補償制度の対象とする等、被災幾重誌の所得

確保対策を談じるとと。

く〉震災により水稲の作付けが不能となった水田や、農地の放射能汚染への対応

として&oEl転換を TるJ議会に備え、育身長物繍格槍償制度実事e:拡充すること。 

6‘ TPP交渉関係について

むTPP交渉は幾業夜輿の足かせになるので、交渉への参加は行なわないこと。 

G被災畿地の後 18.復興にあたっては被災地域の関係者による主体的な取り組

みが義本となるものであり、これを好機としててrPP等を念頭においた農地

制度に関する規制緩和は行わないこと倫

以上

高


